
 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、特定

個人情報を利用することができる場合を追加するため、この条例を制定するも

のである。 

 

 

議案第  号 

 

川崎市職員定数条例及び川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

川崎市職員定数条例及び川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 

令和３年 ２ 月１５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市職員定数条例及び川崎市病院局企業職員定数条例の一部を改正す

る条例 

（川崎市職員定数条例の一部改正） 

第１条 川崎市職員定数条例（昭和２６年川崎市条例第３０号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第５号ア中「４０９人」を「４３８人」に改め、同号イ中「７，１

２７人」を「７，１１６人」に改め、同条第８号中「１，４２４人」を「１，

４３３人」に改める。 

（川崎市病院局企業職員定数条例の一部改正） 

第２条 川崎市病院局企業職員定数条例（平成１６年川崎市条例第６４号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中「１，３８９人」を「１，４２８人」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

議案第 ３ 号



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うため、この条例を制定する

ものである。 


